
 中央⼤学学員会宮城⽀部 会則 

 第⼀章  名  称 

 第1条  本会の名称は、中央⼤学学員会宮城⽀部と称する。 

 第⼆章  ⽬  的 

 第2条  本会は伝統ある中央⼤学に学び、その学⾵と学⽣⽣活によって培われた同窓意識 
   を基として、刻々と変化する社会にあって変わらぬ親睦を図り、⺟校中央⼤ 
 学の発展とその使命達成に寄与することを⽬的とする。 

 第三章  事  業 

 第３条 本会は前条の⽬的を達するために、次の事業を⾏う。 
 1  会員相互の交流 
 2  ⽗⺟連絡会との交流 
 3  学⽣との交流・就職懇談会等への協⼒ 
 4  各種研究会、講演会及び⾒学会の開催 
 5  会員名簿の編集 
 6  その他必要と認める事業 

 第四章  組  織 

 第４条 本会は、会員をもって組織する。 
 第５条 会員は、総会で定められた年会費を納めなければならない。 
 第６条 本会の会員は中央⼤学の卒業⽣もしくは在学したことのある者で主に宮城県に居 

 住する者をもって構成し、新⼊会員は会員の推薦により役員会で承認する。 
 第７条 会員は住所・⽒名・職業その他に変動を⽣じた場合及び慶弔ある場合、その都度 

 速やかに本会宛に通知するものとする。 
 第８条 本会は下記の役員を置く。 
     名誉⽀部⻑ １ 名 

 ⽀部⻑   １ 名 
 副⽀部⻑  若⼲名 
 幹事⻑   １ 名 
 副幹事⻑  若⼲名 
 幹  事  若⼲名 
 会  計  １ 名 
 監  事  ２ 名 

 ・名誉⽀部⻑は前⽀部⻑が就任する。 
 第９条 顧問は⽀部⻑経験者、現職国会議員が就任する。 
 第１０条 ⽀部⻑は会務を統轄し本会を代表する。 

 副⽀部⻑は⽀部⻑を補佐し、⽀部⻑に事故あるときはこれを代⾏する。 
 幹事⻑は、本会会務の具体的な実施運営を図る。 
 幹事は、本会の事業計画等の作成並びに執⾏にあたる。 
 名誉⽀部⻑・顧問は⽀部⻑の諮問を受け、会の運営等について助⾔を⾏う。 

 第１１条 役員は総会に於いて選出する。 
 第１２条 役員の任期は２年とする。但し再任を妨げない。 
 第１３条 役員が仙台市外において開催される学員会に関係する会議等に出席する場合 

 は、その旅費については、実費の範囲に限り⽀給する。ただし、⽇当及びグ 



 リーン料⾦は⽀給しない。 
 第１４条 退会を希望する者は、必ず事務局に連絡するものとする。 

 第五章  会  議 

 第１５条 本会の会議は総会・臨時総会及び役員会とし⽀部⻑がこれを召集する。 
 第１６条 総会決議事項は以下とする 

 1  役員の選出 
 2  事業計画及び予算 
 3  決算の承認 
 4  会則の改正 
 5  会費の額の決定 
 6  その他の重要な事項の決定 

 第１７条 役員会は、必要と認めたときに⽀部⻑がこれを召集する。 
 第１８条 会議の議事は、出席者の過半数の同意によって決定する。可否同数の場合は  

  ⽀部⻑の決するところとする。 

 第六章  会  計 

 第１９条 本会の会計は毎年１１⽉１⽇に始まり１０⽉３１⽇に終わる。 
 第２０条 本会は会費並びに寄付⾦を以って運営する。 

 第七章  慶  弔 

 第２１条 慶弔については、役員会協議事項とする。 

 附  則 

 第１条 この会則は平成２７年１⽉１⽇から適⽤する。 
 第２条 本会の所在地は事務局とし事務局は、エースユナイテッド（株）に置く。 

 （仙台市若林区新寺３丁⽬４－３０） 
     郵便振替⼝座の代表者を沢⽥ 元⼀郎に変更します。 

 以上 

     ・平成２３年１２⽉１０⽇ 附則第２条、役員名簿改訂 
     ・平成２６年１２⽉１１⽇ 第１３条追加（旅費規程） 
     ・平成２７年１⽉１⽇   附則第２条、役員名簿改訂 
     設⽴年⽉⽇明治３０年８⽉２９⽇ 

 この記載内容について事実と相違ないことを証明します。 
 住所 宮城県仙台市若林区新寺３丁⽬４－３０ 

 代表者 沢⽥ 元⼀郎   印 


